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参第二号

公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する

法律（案）

この法律施行の際現に公立学校の教育公務員で地方公共団体の議会の議員を兼ねている

者は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十二条第二項の規定にかかわらず、

その議員の残任期間中、なお議員を兼ねることができる。

附　則

　この法律は、昭和二十六年二月十三日から施行する。



理　由

　公立学校の教育公務員で現に地方公共団体の議会の議員を兼ねている者について、地方

公務員法施行後もなお、議員の残任期間中、その兼職を認める必要がある。これが、この

法律案を提出する理由である。


